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校長 

 

 

担任 

 

 

受理日 

 

 

瀬戸内市小・中学校 

瀬戸内キズナ・ホリデー申請書 

 ○活動日 

   年  月  日 （  ）～  年  月  日（  ） 

 

※年度３日までのうちの （       ）日目 

 ○活動場所 

 ○活動計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○確認事項（保護者記入） 

   以下の事項を確認し、確認したら □ に ✅ を入れてください 

 □「瀬戸内キズナ・ホリデー」の意義を理解しました。 

 □保護者等 
※ と一緒に活動します。 

 □学校で受けられない授業の内容は、家庭で自習します。 

 □活動する日は、実施除外期間ではありません。 

 

 ○申請日        年   月   日 

 

 ○児童生徒      年   組   番  氏名 

 

 ○保護者    氏名                       

 

◆申請ができるのは年度３日までです。連続した日で申請することもできます。 

◆本申請書は、計画する活動日の１週間前までに担任に提出してください。 

◆活動計画について、「瀬戸内キズナ・ホリデー」の趣旨にふさわしくないと学校

長が判断する場合には、許可しない場合があります。 

※「保護者等」とは、保護者、祖父母、その他保護者が子どもとともに活動するこ

とを認める大人（成年者）です。 



 

 

令和８年度 裳掛小学校瀬戸内キズナ・ホリデー原則実施除外期間 

 

 ○始業式から１週間 

  ・１学期始業     ４月 ７日（火） ～  ４月１３日（月） 

  ・２学期始業     ９月 １日（火） ～  ９月 ７日（月） 

  ・３学期始業     １月 ７日（水）  ～  １月１３日（火） 

 ○入学式（１年）    ４月１０日（金） 

 ○卒業式（６年）    ３月１８日（木） 

 ○運動会        ５月１１日（月） ～  ５月２３日（土） 

 ○文化祭       １０月２２日（木） ～ １０月２３日（金） 

 ○学習発表会      １１月 ４日（水） ～ １１月１４日（土） 

 ○修学旅行（６年）  １０月 ８日（木） ～ １０月 ９日（金） 

  

 

 

 


